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保険・年金・税金 暮らし・住まい・環境

（６）４ ３ １５

日時　４月１日（金）～５月３１日（火）　午前８時３０分～午後５時

※土・日曜日、祝日を除く

縦覧場所　資産税課（市役所１階）

縦覧帳簿

①土地価格等縦覧帳簿（所在・地目・地積・評価額）

②家屋価格等縦覧帳簿（所在・家屋番号・種類・構造・床面積・建築年次・評価額）

※所有者の住所、氏名、税額等は記載されていません。

※縦覧したい所在を窓口で申請してください。

縦覧できる方

①土地価格等縦覧帳簿…土地の固定資産税の納税者

②家屋価格等縦覧帳簿…家屋の固定資産税の納税者

③①または②のいずれかを満たす人の納税管理人

④①または②のいずれかを満たす人から委任を受けた代理人

※非課税や免税点未満などの理由により納税者でない方は対象外です。

必要書類等

▽①～③…本人確認ができるもの（運転免許証等）

▽④…委任状および本人確認ができるもの（運転免許証等）

その他

この制度は、納税者がご自分の土地・家屋の評価額が適正かどうかを判断す

るためのものです。それ以外の目的と思われる場合は、縦覧をお断りする場合

があります。また、帳簿の複写はできません ▽令和４年度固定資産税・都市計

画税の納税通知書・課税明細書は、５月上旬に送付予定です ▽令和４年度の評

価証明書は４月１日（金）から、公課証明書は５月２日（月） から発行します。

問い合わせ　資産税課土地係・家屋係

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
　ご自分の土地・家屋の評価額と市内の他の土地・家屋の評価額を縦覧帳簿で比較できる制度です。

３
月
は
特
殊
詐
欺
被
害
防
止
月
間
で
す

令
和
４
年
中

青
梅
警
察
署
管
内

特
殊
詐
欺
被
害
発
生
状
況

１
件
・
約
120
万
円

　

３
月
は
例
年
還
付
金
詐
欺
を

は
じ
め
と
す
る
特
殊
詐
欺
の
被

害
が
増
加
し
ま
す
。

　

警
視
庁
で
は
、
３
月
を
特
殊

詐
欺
被
害
防
止
月
間
と
し
て
、

被
害
防
止
の
た
め
の
各
種
活
動

を
よ
り
強
力
に
推
進
し
て
い
き

ま
す
。

　

還
付
金
詐
欺
の
手
口
は
、
自

治
体
の
職
員
等
を
装
っ
て
電
話

を
か
け
、
医
療
費
の
過
払
い
が

あ
る
、
受
け
取
れ
る
給
付
金
が

あ
る
な
ど
と
言
っ
て
、
Ａ
Ｔ
Ｍ

に
誘
導
し
、
携
帯
電
話
越
し
に

Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
指
示
し
な
が

ら
、
犯
人
の
口
座
に
お
金
を
振

り
込
ま
せ
る
と
い
う
も
の
で

す
。

　

そ
の
対
策
と
し
て
、
昨
年
か

ら
警
視
庁
で
は
『
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
！

Ａ
Ｔ
Ｍ
で
の
携
帯
電
話
』
を
推

進
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
対
策
で
は
各
金
融
機

関
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

に
対
し
て
協
力
を
依
頼
し
、
ポ

ス
タ
ー
の
掲
示
お
よ
び
声
か
け

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

Ａ
Ｔ
Ｍ
の
前
で
携
帯
電
話
を

使
用
し
て
い
る
方
に
は
警
察

官
、
金
融
機
関
職
員
等
か
ら
お

声
か
け
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
今
年
に
入
っ
て
孫
を

騙か
た

っ
た
オ
レ
オ
レ
詐
欺
の
被
害

が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

還
付
金
詐
欺
だ
け
で
な
く
、

固
定
電
話
に
か
か
っ
て
く
る
す

べ
て
の
電
話
や
、
携
帯
電
話
に

届
く
架
空
請
求
メ
ー
ル
に
注
意

し
ま
し
ょ
う
。

　

不
審
な
電
話
や
「
未
納
料
金

が
あ
る
」
な
ど
と
い
っ
た
内
容

の
身
に
覚
え
の
な
い
メ
ー
ル
が

来
た
場
合
は
、
家
族
へ
相
談
す

る
。
不
審
に
思
っ
た
ら
1
人
で

悩
む
こ
と
な
く
、
す
ぐ
に
警
察

へ
連
絡
す
る
な
ど
、
被
害
に
遭

わ
な
い
た
め
の
対
策
を
と
り
ま

自
治
会
活
動
紹
介
コ
ー
ナ
ー
80

コ
ロ
ナ
禍
で
あ
っ
て
も

青
梅
市
自
治
会
連
合
会
第
九
支
会
長　

小
花
紀
彦

　
　

第
九
支
会
は
、
新
町
・

末
広
町
地
区
の
９
つ
の
自
治

会
で
構
成
さ
れ
、
例
年
は
、

ビ
ー
チ
ボ
ー
ル
大
会
、
盆
踊

り
大
会
や
輪
投
げ
大
会
、
市

民
運
動
会
、
ボ
ウ
リ
ン
グ
大

会
と
、
年
間
を
通
し
て
子
ど

も
か
ら
大
人
ま
で
参
加
で
き

る
事
業
を
行
っ
て
い
ま
し

た
。

　

ま
た
、
地
域
の
お
祭
り
の
、

新
町
御
嶽
神
社
例
大
祭
や
新

町
小
学
校
秋
ま
つ
り
で
は
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
新
町
中
学

校
の
生
徒
と
と
も
に
、
ま
た

市
民
文
化
祭
で
は
支
会
役
員

に
よ
り
ポ
ッ
プ
コ
ー
ン
、
綿

菓
子
、
焼
き
団
子
、
豚
汁
等

を
無
料
配
布
し
て
、
地
域
と

の
交
流
を
図
っ
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

の
影
響
で
、
本
年
度
も
昨
年

度
と
同
様
に
こ
れ
ら
の
事
業

を
す
べ
て
中
止
せ
ざ
る
を
得

ま
せ
ん
で
し
た
。

　

地
域
の
安
全
・
安
心
の
た

め
の
取
り
組
み
は
、
こ
の
よ

う
な
コ
ロ
ナ
禍か

に
あ
っ
て
も

な
お
ざ
り
に
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

　

こ
の
た
め
、
第
九
支
会
に

お
い
て
は
、
防
犯
パ
ト
ロ
ー

ル
隊
を
組
織
し
て
地
域
の
パ

ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
、
さ
ら

に
女
性
防
火
防
災
委
員
会
が

主
管
す
る
救
急
救
命
講
習
会

に
お
い
て
救
命
技
術
の
習

得
・
向
上
を
図
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
当
第
九
支
会
は
、

昭
和
48
年
の
創
立
以
来
、
令

和
４
年
度
を
も
っ
て
50
年
を

迎
え
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
地
域
の
発
展
に
貢
献
さ

れ
た
方
々
を
顕
彰
す
る
た

め
、
創
立
50
年
に
あ
た
る
今

秋
に
記
念
事
業
を
実
施
す
る

計
画
を
立
て
、
本
年
度
か
ら

そ
の
準
備
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

　

さ
て
、
近
年
、
各
地
で
は

甚
大
な
自
然
災
害
が
増
え
、

想
定
を
超
え
る
被
害
が
発
生

し
て
い
ま
す
。
新
町
・
末
広

町
地
区
は
災
害
に
強
い
地
域

で
す
が
、
市
内
に
お
い
て
は

集
中
豪
雨
や
豪
雪
、
台
風
に

よ
る
崖
の
崩
落
・
倒
木
・
浸

水
・
交
通
機
能
の
停
滞
な
ど

の
被
害
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

　

第
九
支
会
で
は
、
各
種
事

業
の
中
止
に
伴
い
、
当
初
の

計
画
事
業
の
予
算
を
振
り
替

え
、
災
害
対
策
だ
け
に
と
ど

ま
ら
ず
、
自
治
会
振
興
や
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予

防
の
た
め
の
備
品
を
調
達
・

交
付
し
、
管
内
の
自
治
会
で

活
用
し
て
い
ま
す
。

　

地
域
に
お
け
る
災
害
へ
の

日
々
の
備
え
や
、
自
助
・
共

助
が
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ

て
き
て
い
ま
す
。自
治
会
は
、

そ
の
た
め
に
も
非
常
に
大
き

な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
課
題
で
あ
る
会
員
の

減
少
に
対
し
て
検
討
を
進
め

て
い
ま
す
。

　

第
九
支
会
と
し
て
は
、
こ

れ
ら
課
題
に
対
し
て
、
地
域

の
学
校
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
・
各
種
団

体
と
連
携
し
て
取
り
組
ん
で

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

▽
青
梅
市
自
治
会
連
合
会

H P

https://www.ome-

rengou.jp/

問
い
合
わ
せ　

市
民
活
動
推

進
課
地
域
支
援
係

し
ょ
う
。

自
動
通
話
録
音
機
の
貸
与

　

市
で
は
、
現
在
市
内
在
住
の

65
歳
以
上
の
方
を
対
象
に
、
自

動
通
話
録
音
機
の
貸
与(
無
料
)

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

特
殊
詐
欺
等
に
相
当
の
効
果

が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
。
電

話
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

▽
自
動
通
話
録
音
機
に
つ
い
て

…
市
市
民
安
全
課
市
民
安
全

係
▽
そ
の
他
…
青
梅
警
察
署
防
犯

係
☎
22
・
０
１
１
０　

内
線
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２
)

消費者相談室から３２６

成年年齢が２０歳から１８歳に引き下げられます

　４月から、成年年齢が２０歳から１８歳になります。成年年齢が１８歳になると、どのような変化が起きるのでしょうか？まずは、法改正に

よって変わる点を確認してみましょう。

賢い消費者になろう

～悪質商法に狙われやすいことを、忘れないで！～

　未成年者の契約は、判断力などが不十分な未成年者を保護するために、法律で取消権が認められる

など擁護されています。しかし、１８歳の契約は成人の契約になりますので、これらの擁護を受ける

ことができません。

　インターネットやＳＮＳからの情報や好奇心を誘うダイレクトメール、すでに悪質商法に巻き込ま

れている友人からの誘いなど、思わぬところで消費者トラブルに巻き込まれる可能性が潜んでいます。

　自分だけは大丈夫だと思わず、まずは、きちんと内容を把握し、本当に必要な契約か、しっかり考

えて行動しましょう。安易な判断は、消費者トラブルに巻き込まれやすいので注意しましょう。

　そして困った時は一人で悩まずに、家族や消費者相談室・消費生活センターなど信頼できる人に相

談しましょう。

消 費者相談室☎２２－６０００（相談専用）

電 話受付日時　月～金曜日　午前１０時～正午、午後１時～４時

※ 第２・４火曜日は午後６時まで　　※祝日を除く

問 い合わせ　市民安全課市民相談係

１８歳からできること

　親の同意なしでの契約（クレジットカード・ロー

ン・携帯契約・賃貸住宅を借りるなど）、１０年

間有効なパスポートの取得、公認会計士や司法書

士などの国家資格の取得、結婚（男女とも１８歳

で統一）、性同一性障害の人の性別変更の申し立

て、外国人の帰化（日本国籍の取得）

２０歳まではできない（発生しない）こと
飲酒・喫煙、競馬や競輪、オートレースなど

の公営ギャンブル、中型自動車免許等の取得、養

子をとること、国民年金保険料の納付義務


